
規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
要
保
護
児
童
の
身
元
保
証
に
係
る
損
失
補
て
ん
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を

廃
止
す
る
規
則
及
び
福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
４
の
項
中｢

第
百
十
条
第
三
号｣

の
下
に｢

及
び
第
四
号｣

を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
中｢

収
入
金｣

の
下
に｢

及
び
そ
の
性
質
上
納
入
通
知
書
に
よ
り
が
た
い
収
入
金
と
し

て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の｣

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
中｢

記
名
押
印｣

の
下
に｢

及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載｣

を
加
え
、
同
項

に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

請
求
金
額

二

請
求
の
内
容

三

請
求
年
月
日

四

請
求
先

五

債
権
者
の
住
所(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名)

第
百
十
条
第
七
号
中｢

盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律｣

を｢

特

別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
第
一
項
中｢

及
び
数
量｣

を｢

、
数
量
及
び
納
入
年
月
日｣

に
改
め
、｢

氏
名｣

の
下

に｢
(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

｣

を
加
え
る
。

第
百
七
十
二
条
の
見
出
し
中｢

出
納
局｣

を｢

職
員
業
務
課
、
出
納
局｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

出
納
局
及
び｣

を｢

総
務
部
人
事
総
室
職
員
業
務
課
、
出
納
局
及
び｣

に
改
め
、｢

職
員(｣

の
下

に｢

総
務
部
人
事
総
室
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
及
び｣

を
加
え
る
。

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
中｢

契
約
代
金
の
額｣

の
下
に｢

(

継
続
的
に
物
品
又
は
役
務
の
供
給
を

受
け
る
契
約
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
供
給
を
受
け
る
数
量
を
定
め
ず
に
供
給
を
受
け
る
物
品
又
は
役

務
の
単
価
を
定
め
る
も
の(

以
下｢

単
価
契
約｣

と
い
う
。)

に
あ
つ
て
は
、
契
約
代
金
に
当
該
単
価

契
約
に
係
る
予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額(

単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
つ
て

は
、
当
該
単
価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額)

)
｣

を
加
え
る
。

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中｢

二
年
間
の｣

を｢

二
年
間
に｣

に
改
め
、｢

こ
と
と
な
る｣

及
び｢

も
の
で
あ
る｣

を
削
り
、
同
項
第
五
号
中｢

こ
と
と
な
る｣

を
削
り
、
同
項
第
六
号
中｢

認
め

ら
れ
る
と
き｣

を｢

認
め
ら
れ
る
と
き
。｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中｢

こ
と
と
な
る｣

及
び｢

も

の
で
あ
る｣

を
削
る
。

第
二
百
四
十
八
条
中｢

入
札
金
額｣

の
下
に｢

(

単
価
契
約
に
あ
つ
て
は
、
入
札
金
額
に
当
該
入
札

に
係
る
予
定
数
量
を
乗
じ
た
得
た
額(

単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
つ
て
は
、

当
該
単
価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額)

)
｣

を
加

え
る
。

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

過
去｣

を

｢

、
過
去｣

に
改
め
、

｢

こ
と
と
な
る｣

及
び

｢

も
の
で
あ
る｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

認
め
ら
れ
る
と
き｣

を｢

認
め
ら
れ
る
と
き
。｣

に
改
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
要
保
護
児
童
の
身
元
保
証
に
係

る
損
失
補
て
ん
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
を
廃
止
す
る
規
則

二

○
福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
学

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

訓

令

○
福
島
県
総
合
安
全
管
理
室
運
営
等
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

六

○
福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

六

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

六

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、
勤
務

時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

七

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

七

福
島
県
人
事
委
員
会

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
を
廃

止
す
る
件

一
一

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件

一
一



め
る
。

別
表
第
一
中｢

福
島
県
喜
多
方
し
の
の
め
荘

を｢

福
島
県
若
松
乳
児
院｣

に
、｢

福
島
県
立
郡
山

福
島
県
若
松
乳
児
院

｣
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山｣

に
、｢

福
島
県
立
棚
倉
高
等
学
校

福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等

｢

福
島
県
立
博
物
館

福
島
県
郡
山
自
然
の
家

を｢

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校｣

に
、｢

福
島
県
立
博
物
館｣

を

福
島
県
会
津
自
然
の
家

学
校｣

福
島
県
相
馬
海
浜
自
然
の

福
島
県
い
わ
き
海
浜
自
然

に
改
め
る
。

家の
家｣別

表
第
四(

そ
の
一)

の
表
８
の
項
中｢

お
も
な｣

を｢

主
な｣

に
改
め
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を

削
り
、
同
表
10
の
項
中｢

こ
と
が
で
き
る｣

を
削
り
、
同
表
12
の
項
中｢

請
求
書｣

の
下
に｢

、
検
査

調
書｣

を
加
え
る
。

別
表
第
六
総
務
部
の
項
中｢

職
員
厚
生
課｣

を｢

職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
表
福
島
県
喜
多
方
し
の
の
め
荘
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
高
等
技
術
専
門
校

の
項
中｢

福
島
県
立
郡
山
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山｣

に
、｢

総

務
課
長｣

を｢

総
務
学
生
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
の
項
中｢

企
画
支
援
部
長｣

を｢

企
画
連
携
部
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
棚
倉
高
等
学
校
の
項
中｢
福
島
県
立
棚
倉
高
等
学
校｣

を｢

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同

表
福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

(

総
務
担
当)

｣

を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
博
物
館
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
郡
山
自
然
の
家

次
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

福
島
県
会
津
自
然
の
家

次
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

福
島
県
相
馬
海
浜
自
然
の
家

次
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

福
島
県
い
わ
き
海
浜
自
然
の
家

次
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

別
表
第
八
の
表
福
島
県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
会
津
坂
下
支
所
の
項
、
福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務

所
浪
江
支
所
の
項
及
び
福
島
県
田
村
ほ
場
整
備
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
東
白
川
農
商
高

等
学
校
鮫
川
校
の
項
中｢

福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等
学
校
鮫
川
校｣

を｢

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校

鮫
川
校｣

に
改
め
る
。｢

第
九
十
八
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
十
条
、
第
二
百
二
十

九
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
財
務
規
則
第
九
十
八
号
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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物
品
取
扱
員

出
納
員

物
品
出
納
員

主
任

・
・

受
付

・ 付 ・
・

決
裁・
・

決
裁 ・
・

払
出
し・
・

払
出
し

物
品
取
扱
員

出
納
員

物
品
出
納
員廃
棄
し
た
職
員
の
職
及
び
氏
名

上
記
の
物
品
を
廃
棄
し
ま
し
た
｡

物
品
取
扱
員

出
納
員

物
品
出
納
員

・
・

廃
棄
年
月
日

主
任主
任 ・
・

受
付・ 受



(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢
第
十
章

天
鏡
閣
の
使
用
料
収
入(

第
四
十
八
条
│
第
五
十
二
条)

｣

を｢

第
十
章

削

除｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中｢

と
い
う
。)

、｣

を｢

と
い
う
。)

及
び｣

に
改
め
、｢

及
び
天
鏡
閣｣

を
削
る
。

第
十
条
中｢

福
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
及
び｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開

発
短
期
大
学
校
、
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
校
及
び
福
島
県
立
高
等
技
術
専
門
校

並
び
に｣

に
改
め
る
。

第
十
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
章

削
除

第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
県
要
保
護
児
童
の
身
元
保
証
に
係
る
損
失
補
て
ん
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃

止
す
る
規
則

福
島
県
要
保
護
児
童
の
身
元
保
証
に
係
る
損
失
補
て
ん
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
四
年

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
児
童
家
庭
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
学
則(

平
成
二
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中｢

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
職
業
能
力
開
発
校
等
養
成
施
設
指
定
規
則(

昭
和

六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号)

別
表
第
四
基
礎
分
野
の
項｣

を｢

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施

設
指
定
規
則(

昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号)

別
表
第
四
人
間
と
社
会
の
項
、
社
会
福
祉
士
介

護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号)

別
表
第
四
人
間
と

社
会
の
項
又
は
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
二
十

年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号)

に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規

則
別
表
第
四
基
礎
分
野
の
項｣

に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
六
条
関
係)

分

野

授

業

科

目

単
位
数

授
業
時
間
数

基
礎
分
野

論
理
学

一

三
〇

人
間
工
学

一

一
五

情
報
処
理
論
Ⅰ

一

三
〇

情
報
処
理
論
Ⅱ

一

三
〇

心
理
学

一

三
〇

教
育
学

一

三
〇

家
族
社
会
学

一

三
〇

人
間
関
係
論

一

三
〇

英
語
Ⅰ

一

三
〇

英
語
Ⅱ

一

三
〇

英
語
Ⅲ

一

三
〇

倫
理
学

一

三
〇

保
健
体
育

一

三
〇

小

計

一
三

三
七
五

専
門
基
礎
分
野

解
剖
生
理
学
Ⅰ

一

三
〇

解
剖
生
理
学
Ⅱ

一

三
〇

解
剖
生
理
学
Ⅲ

一

三
〇
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生
化
学

一

三
〇

病
理
学

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅰ

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅱ

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅲ

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅳ

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅴ

一

三
〇

病
態
治
療
論
Ⅵ

一

三
〇

治
療
論
Ⅰ

一

三
〇

治
療
論
Ⅱ

一

三
〇

薬
理
学

一

三
〇

栄
養
学

一

三
〇

公
衆
衛
生
学

二

三
〇

社
会
福
祉
論

二

三
〇

保
健
医
療
論

一

一
五

看
護
と
法
律

一

一
五

小

計

二
一

五
四
〇

専
門
分
野
Ⅰ

基
礎
看
護
学

基
礎
看
護
学
概
論

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅲ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅳ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅴ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅵ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅶ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅷ

一

三
〇

基
礎
看
護
学
方
法
論
Ⅸ

一

三
〇

臨
地
実
習

基
礎
看
護
学
Ⅰ

一

四
五

基
礎
看
護
学
Ⅱ

二

九
〇

小

計

一
三

四
三
五

専
門
分
野
Ⅱ

成
人
看
護
学

成
人
看
護
学
概
論
Ⅰ

一

三
〇

成
人
看
護
学
概
論
Ⅱ

一

三
〇

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅲ

一

三
〇

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅳ

一

三
〇

臨
地
実
習

成
人
看
護
学
Ⅰ

三

一
三
五

成
人
看
護
学
Ⅱ

三

一
三
五

老
年
看
護
学

老
年
看
護
学
概
論

一

三
〇
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老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

一
五

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅲ

一

一
五

臨
地
実
習

老
年
看
護
学
Ⅰ

二

九
〇

老
年
看
護
学
Ⅱ

二

九
〇

小
児
看
護
学

小
児
看
護
学
概
論

一

三
〇

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅲ

一

三
〇

臨
地
実
習

小
児
看
護
学
Ⅰ

一

四
五

小
児
看
護
学
Ⅱ

一

四
五

母
性
看
護
学

母
性
看
護
学
概
論

一

三
〇

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅲ

一

三
〇

臨
地
実
習

母
性
看
護
学

二

九
〇

精
神
看
護
学

精
神
看
護
学
概
論
Ⅰ

一

一
五

精
神
看
護
学
概
論
Ⅱ

一

一
五

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

臨
地
実
習

精
神
看
護
学

二

九
〇

小

計

三
八

一
、
三
二
〇

統
合
分
野

在
宅
看
護
論

在
宅
看
護
概
論

一

一
五

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅰ

一

三
〇

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅱ

一

三
〇

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅲ

一

一
五

臨
地
実
習

在
宅
看
護
論
Ⅰ

一

四
五

在
宅
看
護
論
Ⅱ

一

四
五

看
護
の
統
合

看
護
管
理

一

一
五

と
実
践

災
害
看
護

一

一
五

医
療
安
全

一

三
〇

看
護
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
研
究

一

三
〇

看
護
の
統
合

一

三
〇

臨
地
実
習

看
護
の
統
合
と
実
践

二

九
〇

小

計

一
三

三
九
〇

合

計

九
八

三
、
〇
六
〇

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院
学
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
以
降
の

入
学
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
福
島
県
立
会
津
若
松
看
護
専
門
学
院

に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
引
き
続
き
同
日
以
後
在
学
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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訓

令

福
島
県
病
院
局

福
島
県
企
業
局

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
総
合
安
全
管
理
室
運
営
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
総
合
安
全
管
理
室
運
営
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
総
合
安
全
管
理
室
運
営
等
規
程(

平
成
十
七
年
福
島
県
訓
令
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
八
条
第
二
項｣

を｢

第
八
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

知
事
直
轄
総
合
安
全
管
理
室
長(

以
下｢
室
長｣

と
い
う
。)

二

知
事
直
轄
知
事
公
室
長
、
総
務
部
政
策
監
、
企
画
調
整
部
政
策
監
、
生
活
環
境
部
政
策
監
、
保

健
福
祉
部
政
策
監
、
商
工
労
働
部
政
策
監
、
農
林
水
産
部
政
策
監
、
土
木
部
政
策
監
及
び
出
納
局

次
長

三

企
業
局
次
長
、
病
院
局
次
長
、
教
育
庁
政
策
監
、
警
察
本
部
警
務
部
総
務
監
、
監
査
委
員
事
務

局
次
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
次
長
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

四

生
活
環
境
部
次
長(

県
民
安
全
担
当)

第
三
条
第
二
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

主
幹
そ
の
他
の
職
員｣

を｢

職
員｣

に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

広

報

課)

福
島
県
訓
令
第
九
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
研
修
規
程(

昭
和
五
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
及
び
別
表
中｢

総
合
安
全
管
理
担
当
理
事｣

を｢

安
全
管
理
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
研
修
課)

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
３
月
27日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
２
号

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
185条

第
１
項
中
｢年
3.7パ

ー
セ
ン
ト
｣
を
｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
21年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
３
月
27日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
２
号

福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程
(平
成
16年
福

島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
３
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
７
条
中
｢306,900円

｣
を
｢410,900円

｣
に
改
め
る
｡

第
24条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(特
地
勤
務
手
当
等
)

第
24条

条
例
第
13条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
指
定
す
る
公
署
は
､
宮
下
病
院
と
す
る
｡

附
則
第
５
項
中
｢306,900円

｣
を
｢410,900円

｣
に
､
｢356,900円

｣
を
｢460,900円

｣
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
21年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

約
期
間

契
約
内
容

～ ～

(自
動
車
登
録
番
号
)

(自
動
車
登
録
番
号
)

～ ～

借
入
れ
期
間
等

契
約
内
容

円 円

運
送
契
約
金
額

～ ～

運
送
契
約
期
間

契
約
内
容

円 円 円 円 円 円

契
約
金
額

備
考

備
考

～ ～

� �

～ ～

借
入
れ
期
間
等

契
約
内
容

円 円

運
送
契
約
金
額

円 円 円 円 円 円

契
約

金
額 ～ ～

運
送
契

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
３
月
27日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
３
号

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
180条

第
１
項
中
｢年
3.7パ

ー
セ
ン
ト
｣
を
｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
21年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程(

平
成
六

年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

ポ
ス
タ
ー
作
成
証
明
書
を｣

の
下
に｢

、
そ
の
使
用
又
は
作
成
の
実
績
に
基
づ

き
作
成
し｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
燃
料
供
給
業
者
に
同
項
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明
書
を
提
出
す

る
と
き
は
、
当
該
証
明
書
に
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
付
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用

自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自
動
車
登
録
規
則(

昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号)

第
十

三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、
燃
料
供
給
量
及
び
燃
料
供
給
金

額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
、
燃
料
供
給
業
者
か
ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
の
写
し
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中｢

選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明
書｣

の
下
に｢

(

燃
料
供
給
業
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
証
明
書
並
び
に
第
二
条
第
二
項
の
確
認
書
及
び
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し)

｣

を
、

｢

ビ
ラ
作
成
証
明
書｣

の
下
に｢

(

ビ
ラ
作
成
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
証
明
書
及
び
第
二
条
第
二
項

の
確
認
書)

｣

を
加
え
、｢

燃
料
供
給
業
者
、
ビ
ラ
作
成
業
者
又
は｣

を
削
り
、｢

当
該
証
明
書
の
ほ

か
に｣

を｢

、
当
該
証
明
書
及
び｣

に
改
め
る
。

｢
｢

様
式
第
一
号
そ
の
一
中

を

｣
｢

に
、

｣

｢を

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
２
中
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～ ～

(自
動
車
登
録
番
号
)

(自
動
車
登
録
番
号
)

円 円 円 円

年
月
日

� � �

燃
料

供
給

量
燃
料
供
給
年
月
日
燃
料
の
供
給
を
受
け
た

選
挙
運
動
用
自
動
車
の

自
動
車
登
録
番
号

燃
料
供
給

｣
｣

｢燃
料
供
給
量
｣

を｢燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣

に
改
め
、

同
様
式
そ
の
一
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
燃
料
の
供
給
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
単
価
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
､
｢燃
料
の

供
給
｣
の
欄
の
｢契
約
金
額
｣
に
は
契
約
の
単
価
に
予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
､

｢備
考
｣
に
は
契
約
の
単
価
の
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

｢

様
式
第
二
号
そ
の
一
中

３
確
認
申
請
金
額

｢
３
燃
料
の
供
給
を
受
け
る

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自

円

を

動
車
登
録
番
号

｣
４

確
認
申
請
金
額

円

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
４
を
同
様
式
そ
の
一
備
考
５
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
３
中

｣
｢に
は
｣

を｢の
欄
に
は
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
一
備
考
４
と
し
、
同
様

式
そ
の
一
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
の
欄
に
は
､

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自

動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

様
式
第
二
号
そ
の
二
備
考
３
及
び
同
様
式
そ
の
三
備
考
３
中｢に

は
｣

を｢の
欄
に
は
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
そ
の
一
中｢３

確
認
金
額

円
｣
を
｢３

燃
料
の

４
確
認

供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
２
中｢く

金
額

円
｣

だ
さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｡
な
お
､
公
費
の
支
払
の
請
求
が
で
き
る
も
の
は
､
こ
の
確
認
書
に
記
載
さ

れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
へ
の
燃
料
の
供
給
に
限
ら
れ
ま
す
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
そ
の
一
中｢使

用
す
る
｣

を｢使
用
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
１
中｢証

明
書
は
｣

の
次
に

｢､
使
用
の
実
績
に
基
づ
い
て
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
５
中

｢欄
｣

を

｢

｢の
欄
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中｢使

用
す
る
｣

を｢使
用
し
た
｣

に
、

｢を
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� � � � �

燃
料
供
給
量

� � � �

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名

｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
１
中｢証

明
書
は
｣

の
次
に｢､

使
用
の
実
績

｣
に
基
づ
い
て
｣

を
、｢作

成
し
｣

の
次
に｢､

給
油
伝
票
(燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
付
､
燃
料
の
供

給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自
動
車
登
録
規
則
(昭
和
45年
運
輸
省

令
第
７
号
)
第
13条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
､
燃
料
供
給
量
及
び

燃
料
供
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
､
燃
料
供
給
業
者
か
ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
を
い
う
｡

以
下
同
じ
｡
)
の
写
し
を
添
え
て
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
４
を
同
様
式
そ
の
二
備
考
６
と
し
、

同
様
式
そ
の
二
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
二
備
考
５
と
し
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
中｢証

明
書
｣

の
次

に｢及
び
給
油
伝
票
の
写
し
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
を
同
様
式
そ
の
二
備
考
４
と
し
、
同

様
式
そ
の
二
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
の
欄
に
は
､

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自

動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
の
欄
､
｢燃

料
供
給
量
｣
の
欄
及
び
｢燃
料
供
給
金
額
｣
の
欄
は
､
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
ご
と

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

様
式
第
四
号
そ
の
三
中｢使

用
す
る
｣

を｢使
用
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
１
中｢証

明
書
は
｣

の
次
に｢､

使
用
の
実
績
に
基
づ
い
て
｣

を
加
え
る
。

様
式
第
五
号
中｢作

成
す
る
｣

を｢作
成
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中｢証

明
書
は
｣

の
次

に｢､
作
成
の
実
績
に
基
づ
い
て
｣

を
加
え
る
。

様
式
第
六
号
中｢作

成
す
る
｣

を｢作
成
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中｢証

明
書
は
｣

の
次

に｢､
作
成
の
実
績
に
基
づ
い
て
｣

を
加
え
る
。

｢５
振
込
先

金
融
機
関
名

支
店
名

様
式
第
七
号
そ
の
一
中

預
金
種
別

口
座
番
号

口
座
名
義
人

｣
｢５

金
融
機
関
名
､
口
座
名
､
口
座
番
号
等

を

に

｣

改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
１
中｢自

動
車
燃
料
代
確
認
書
｣

の
次
に｢及

び
給
油
伝
票
(燃
料
の
供

給
を
受
け
た
日
付
､
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自
動
車

登
録
規
則
(昭
和
45年
運
輸
省
令
第
７
号
)
第
13条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ

ビ
ア
数
字
､
燃
料
供
給
量
及
び
燃
料
供
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
､
燃
料
供
給
業
者
か
ら
給
油
の

際
に
受
領
し
た
も
の
を
い
う
｡
)
の
写
し
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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販
売
年
月
日

計

年
月

日

年
月

日

販
売

年
月

日

燃
料
の
供
給
を
受
け
た

選
挙
運
動
用
自
動
車
の

自
動
車
登
録
番
号

販
売
金
額

�

円

円
�

円
×

＝

円
�

円
×

＝

販
売

金
額

�

支
店
名

計

年
月

日

年
月

日

販
売
年
月
日

燃
料
の
供
給
を
受
け
た

選
挙
運
動
用
自
動
車
の

自
動
車
登
録
番
号

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

円

円
�
円

×
＝

円
�
円

×
＝

販
売
金
額

�

口 支
店

本
・

３
燃
料
代
の
請
求
は
､
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選

挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
も
の
で
､
自
動
車
燃
料
代
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
｢確

認
金
額
｣
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
ま
す
｡

｢
円

台
円

円
台

円

様
式
第
七
号
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
一
中

×

＝

64,500

×

＝

を

｣
｢

円
64,500円

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
一
備

｣

考
中｢又

は
(Ｂ
)
の
う
ち
い
ず
れ
か
｣

を｢と
(Ｂ
)
と
を
比
較
し
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一

｢
｢

円
台

円
円
台

円
(

別
紙)

そ
の
二
の
�
中

×

＝
15,300

×

＝

を

｣

円
15,300円

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
二
の
�
備
考
中｢又

は

｣
(Ｂ
)
の
う
ち
い
ず
れ
か
｣

を｢と
(Ｂ
)
と
を
比
較
し
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一(

別
紙)

そ

｢

の
二
の
�
中

を

｣
｢

に
改
め
、
同
様

｣

式
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
二
の
�
備
考
１
中｢基

準
限
度
額
｣
(計
)
欄
｣

を｢基
準
限
度
額
(Ｂ
)
｣

の｢計
｣
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
二
の
�
備
考
２
中｢

(Ａ
)
の
(計
)
欄
又
は

(Ｂ
)
の
(計
)
欄
の
う
ち
い
ず
れ
か
｣

を｢
｢販
売
金
額
(Ａ
)
｣
の
欄
の
｢計
｣
と
｢基
準
限
度

額
(Ｂ
)
｣
の
欄
の
｢計
｣
と
を
比
較
し
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一(

別
紙)

そ
の
二
の
�
備
考

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
の
欄
に
は
､

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自

動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

４
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
の
欄
及
び

｢販
売
金
額
(Ａ
)
｣
の
欄
は
､
燃
料
の
販
売
年
月
日
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

様
式
第
七
号
そ
の
一

(

別
紙)

そ
の
二
の
�
備
考
中

｢又
は
(Ｂ
)
の
う
ち
い
ず
れ
か
｣

を

｢と
｢５

振
込
先

金
融
機
関
名

(Ｂ
)
と
を
比
較
し
て
｣
に
改
め
､
同
様
式
そ
の
二
中

預
金
種
別

口
座
名
義
人

｢５
金
融
機
関
名
､
口
座
名
､
口
座
番
号
等

支
店
名

口
座
番
号

を

｣
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座
番
号

コ
ー
ド

支
店
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

福
島
県
人
事
委
員
会

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二(

別
紙)

備
考
１
中｢

(Ｄ
)
｣

｣

を｢
｢単
価
(Ｄ
)
｣
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二(

別
紙)

備
考
２
中｢

(Ｅ
)
｣

を｢
｢枚
数

(Ｅ
)
｣
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二(

別
紙)

備
考
３
中｢

(Ｇ
)
｣

を｢
｢単
価
(Ｇ
)
｣
の
｣

に
、｢欄

と
(Ｄ
)
欄
｣

を｢と
(Ｄ
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二(

別
紙)

備
考
４
中｢
(Ｈ
)
｣

を｢
｢枚
数
(Ｈ
)
｣
の
｣

に
、｢欄

と
(Ｅ
)
欄
｣

を｢と
(Ｅ
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中

｢５
金
融
機
関
名
､

｢５
振
込
先

金
融
機
関
名

支
店
名

預
金
種
別

口
座
番
号

を

口
座
名
義
人

｣

口
座
名
､
口
座
番
号
等

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三

｣
(

別
紙)

備
考
１
中｢ポ

ス
タ
ー
掲
示
場
数
｣

を｢選
挙
区
(選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
)
に
お
け
る
ポ

ス
タ
ー
掲
示
場
数
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三(

別
紙)

備
考
２
中｢

(Ｄ
)
｣

を｢
｢単
価
(Ｄ
)
｣

の｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三(

別
紙)

備
考
３
中｢

(Ｅ
)
｣

を｢｢枚
数
(Ｅ
)
｣
の
｣

に
改
め
、

同
様
式
そ
の
三(

別
紙)

備
考
４
中｢

(Ｇ
)
｣

を｢
｢単
価
(Ｇ
)
｣
の
｣

に
、｢欄

と
(Ｄ
)
欄
｣

を｢と
(Ｄ
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三(

別
紙)

備
考
５
中｢

(Ｈ
)
｣

を｢
｢枚
数
(Ｈ
)
｣

の
｣

に
、｢欄
と
(Ｅ
)
欄
｣

を｢と
(Ｅ
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
四
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中｢

財
団
法
人
福
島
県
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー(

昭
和
三
十
三
年
八
月
一
日
に
財
団
法
人
福

財
団
法
人
福
島
県
自
然
の
家(

昭
和
五
十
年
三
月
二
十
九
日
に
財
団
法
人
福
島
県
海

島
県
中
小
企
業
振
興
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

を｢

財
団
法
人
福
島
県
産

浜
青
年
の
家
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

業
振
興
セ
ン
タ
ー(

昭
和
三
十
三
年
八
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島
県
中
小
企
業
振
興
協
会
と
い
う
名
称

で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)

福
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件(

平
成
十
七
年
福
島
県
人

事
委
員
会
告
示
第
二
号)

は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

(

総
務
審
査
課)

福
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
十
一
号)

第
二
条
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第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
そ
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
次

の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

一

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
条

件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
又
は
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
し
、

若
し
く
は
そ
の
審
理
に
出
頭
す
る
場
合

二

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

第
五
条
の
規

定
に
よ
る
人
事
行
政
相
談
員
か
ら
の
調
査
に
つ
い
て
、
事
情
聴
取
等
に
応
じ
る
場
合

三

教
育
職
員
免
許
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
免

許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
場
合

(

総
務
審
査
課)
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